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（２）消費者（ユーザー） 

ユーザーは、対象製品の廃棄物の処理・再資源化が確実に実施されるよう、自らあるいは二輪車

販売店等を通じて、指定引取場所に引渡す。 

引渡しの際、処理・再資源化等に関する料金の支払いに協力する。 

 

（３）販売店 

①引取り 

二輪車の販売店は、ユーザーから廃棄希望二輪車を引取る。 

②引渡し 

販売店は、ユーザーから引取った廃棄希望二輪車を、自らあるいは委託により指定引取場所

に引渡す。 

  （備考）今後協力を仰ぐ関連団体等の名称 

              ・（社）全国軽自動車協会連合会 

 

５．運営方法・費用 

（１）リサイクルマーク（仮称） 

自主取組み参加の二輪車製造事業者及び輸入事業者は、リサイクルネットワーク稼働時以降に

販売する二輪車か、以前に販売した二輪車かの区別のため、また、非参加製造事業者等が販売

した二輪車との区別のため、リサイクルマークを付す。 

 

（２）費用徴収 

①運搬費用 

販売店は、ユーザーから廃棄を依頼された場合、指定引取場所までの運搬費、廃車諸手続き

の代行費用をユーザーに請求するものとする。 

②リサイクル・処理費用 

リサイクル・処理費用は、ユーザーに負担をお願いするとの考え方を取り、リサイクルマークを 

付した二輪車は、引取り時に費用徴収せず、販売価格に内部化する。 

リサイクルマークを付していない二輪車は、引取り時に実費をお願いするが、リサイクルネット

ワークの稼働後一定期間（７年間を目途）経過後は、引取り時に費用徴収しない。 

尚、自主行動プログラムに参加していない企業の車両が指定引取場所に持ち込まれた場合に

は、一定期間経過後も回収及びリサイクル・処理に要する実費を徴収するが、リサイクルネット

ワークを活用できるよう配慮する。 

 

６．その他 

（１）管理票（マニフェスト）制度 

①従来の使用済み自動車マニフェストは、自動車リサイクル法において電子マニフェストを導入す

るので、この機会に、二輪車においての適用も廃止する。 

②産業廃棄物以外に適用した従来のマニフェストの代替として、二輪車専用のマニフェスト（ユー

ザー～販売店～指定引取場所）と電子マニフェスト（指定引取場所～処理・再資源化施設～ 

二輪車製造事業者）の双方を構築し、物流、金流の管理を同時に行なうこととする。 

③但し、産業廃棄物に該当する二輪車（事業用車輌）については、廃棄物処理法のマニフェスト

を適用する。 

 

（２）廃棄物処理法との関係 

処理・再資源化事業者の設定に当たっては、廃棄物処理法の規制内容を満たす既存事業者から
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選定する。 

 

（３）輸入車の扱い 

回収・リサイクルネットワークの実効性を向上させるには、輸入事業者等の参加が不可欠であると

の判断から、輸入事業者等が容易かつ積極的に参画できる取組みとする。また、リサイクル自主

取組みに対応できないブランド（コピー製品を含む）等の二輪車を保有しているユーザーについ

ても、相応の費用負担により適正処理・リサイクルのルートが活用できるものとする。 

  （備考）今後協力を仰ぐ関連団体等の名称 

・小型自動車輸入協会 

 

（４）輸出車輌について 

海外で再利用されている輸出中古二輪車が、海外市場の動向によって、国内の流通台数、処理

台数を左右し、リサイクル・処理体制の整備に大きな影響を及ぼすと考えられるため、中古車輸出

事業者との協力により輸出動向のモニタリングの実施を検討する。 

 

（５）環境配慮設計の推進 

平成１３年施行の資源有効利用促進法ならびに、産業構造審議会の定める｢品目別･業種別廃棄

物処理･リサイクルガイドライン｣に沿った取組みを推進し、実施状況については、これを適切に 

公表する。 

 

環境負荷物質の削減 

国内二輪車製造事業者は、環境負荷物質の削減に向け、鉛削減を進めてきた。 

１９９７年発効の「使用済み自動車リサイクル・イニシアチブ」においては、既に鉛使用量が少ない

ことを加味しながら１９９６年レベルを増加させない８０ｇ（２１０ｋｇ車）を目標とし達成している。 

又、自動車リサイクル法制定に合わせ、さらなる削減に向けて対象を四物質とし、目標値を新たに

設定した。 

尚、自工会４社以外の輸入製造事業者等においては、二輪車がグローバルな商品であることの

理解を仰ぎつつ、同様の取組みをお願いする。 

       （備考）今後協力を仰ぐ関連団体等の名称 

・小型自動車輸入協会（含む海外二輪車製造事業者） 

１）削減の対象 

  ①対象車両は、EU 指令の対象となっていない二輪車について世界初として取組む。 

  ②対象物質は、従来の鉛に加え、水銀、六価クロム、カドミウムの四物質とする。 

 

２）削減目標 

国内自主取組みとして、四輪車と整合させた高い目標を設定する。 

なお、本自主取組みに記載のある鉛、水銀、六価クロム、カドミウムのみならず、環境負荷物質

全般について、積極的に取り組んでいるところであり、科学的知見の充実を踏まえつつ、今後と

も検討を進める。 

①鉛は、今回の自主取組みでは６０ｇ/２１０kg 車（２００６年以降）の目標とした。この目標を実現

するために、タイヤのホイールバランサーは２００４年の新型車から脱鉛を実現していく。 

②水銀、カドミウムは、従来からの削減の結果、極微量かつ代替困難部品に限定されているの

で、時期を明示した上での基本使用禁止とした。（四輪車と同じ部品規制） 

③六価クロムは、長期使用のための防錆処理に限定されているが、代替技術や測定技術が 

確立されていないので、時期を明示した上での使用禁止とした。 

④技術の進捗に応じ、目標を修正する。 
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３）削減状況の公表 

①含有部品を公表する。 

②削減目標の達成状況は、毎年自工会を通じて公表する。 

③代表車種については製造事業者毎に公表する。 

 
鉛の削減実績と目標値 

新型車での削減実績
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四物質の削減目標値 

環境負荷物質名 目標値 

Ｐｂ（鉛） ２００６年１月以降 ６０ｇ (２１０ｋｇ車重車)以下  

Ｈｇ（水銀） 

２００４年（二輪車自主行動プログラム実施時点）以降、以下を除き使用禁止 

  ・ナビゲーション等の液晶ディスプレイ 

・ コンビネーションメーター 

・ ディスチャージヘッドランプ 

Ｃｒ６＋（六価クロム） 
２００８年１月以降、使用禁止 

  ・ボルト等の部品で、防錆処理で使用中 

Ｃｄ（カドミウム） 
２００７年１月以降、使用禁止 

  ・電気、電子部品で家電並みに使用中 

 

（６）不法投棄車両への対応 

１）路上放棄車処理協力の実施 

① 不法投棄車の処理については市町村が対応しているなかで、自工会としては路上放棄車

処理協力会を通して、路上放棄二輪車の処理に協力を行ってきた。市町村の考えを参考と

しつつ、この取組みを引き続き実施する。 

② リサイクルネットワークの構築により、市町村の協力を仰ぎつつ指定引取場所での引取り及

びリサイクル・適正処理を実施することで、不法投棄二輪車のリサイクルに積極的に貢献  

する。 
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２）不法投棄の抑制と防止 

①自主取組みに基づく路上放棄車処理協力及びリサイクルネットワークの稼働と合わせて、 

不法投棄二輪車の多くが盗難車であることも踏まえ、行政による徹底的な取り締まりや実効

性ある防止策について、国、地方自治体における一層の努力をお願いする。 

②二輪車業界のリサイクルネットワークを稼動させることにより、不法投棄を抑制する考えの  

理解を仰ぐ。具体的には、各自治体において廃棄依頼のあった使用済み二輪車を、積極的

に本リサイクルネットワークに誘導できるよう住民の方々への理解活動をお願いする。 

 

７．実施時期及び再検討 

自動車リサイクル法施行前にリサイクルネットワークの稼動を開始する。 

各年度毎に、処理、再資源化の実施状況を報告することにより、リサイクルネットワークの実効性の

検討と見直しを判断する。 

 

８．公表・告知（情報の提供） 

二輪車リサイクルの実効性を向上するにおいて、ユーザー及び関係事業者の理解が必要である

ことから、リサイクルの実施状況等を含む情報提供を行なう。 

     （情報の公表） 

           ・リサイクル実績 

           ・環境負荷物質含有部品と削減目標の達成状況 

     （情報提供方法） 

           ・自治体との協力による広報活動 

           ・販売店におけるユーザーへの情報提供 

           ・問い合せ窓口の設定 

           ・二輪専門紙等への広報活動 等 
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 （参考）自主取組みに向けた進捗状況   

本年４月より、自工会の二輪車リサイクル対応体制を強化し進めているところである。また、リサイク

ルネットワーク構築日程は、下記を予定している。 

 
リサイクルネットワーク構築日程 

０２年
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０３年
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0４年
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関係事業者指定

管理システム構築

先行

検討

管理システム企画・実証

物流システム構築

処理・再資源化実証

システム実証

先行実証実験

自工会体制 システム企画・実証実験対応 システム開発・運用対応

全国展開

に反映

実務立上げ

本格実証実験
（２～３ヶ所）

 
 

１． リサイクル・管理システム実証実験 

リサイクルネットワークの構築までの間に着手、対応する取組みとして、２００２年春から自工会４社

を中心として、モデル地区２ヶ所を定め、処理・再資源化施設を設置しリサイクル実証実験を開始

した。 

これにより、リサイクルネットワーク稼働時における実効的なリサイクル管理システム、リサイクル・ 

処理、ならびに環境配慮設計を検証し、実務立上げを確実に行えるよう対応する。 

本実験にて見極めるべき項目は、以下となる。 

① 管理システム構想 

② 費用徴収・管理手法 

③ 関係事業者の役割 

④ 再資源化技術の構築 

 

先行実証実験結果 

１） 検討内容 

①引取業者、処理・再資源化事業者の現状把握と廃車処理の実現性 

② 関係事業者の業務を統括するメーカー側の管理業務とその具体化 

③ 処理、再資源化事業者の設定に関わる実効性の検証 

２） 検証結果 

①引取業者、処理・再資源化事業者は、既存の廃棄物処理事業者において二輪車の取扱い

が可能。 

② 関係事業者との情報のやり取り、マニフェストの実施確認、費用精算等の処理業務が相当量

発生することから、効率的な電子情報処理が必要。 
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実効性、業務効率化のための電子マニフェストの導入 
産業廃棄物に該当する二輪車（事業用車輌）は少ないので、大部分を占める個人使用の使用済み

二輪車に対して自主的に二輪車専用マニフェストを構築。 

但し、二輪車販売店全店を電子ネットワークでつなぐのは不可能なので、ユーザー～販売店～指定

引取場所までは、伝票の二輪車専用マニフェストを構築。 

場所、情報が集約される指定引取場所～処理・再資源化施設～二輪車製造事業者においては、

電子情報化を導入。 

③適正処理後、直接シュレッディング処理を行なったＡＳＲにおいて、有害物質等の含有量は

基準値以下にあり、概ねシュレッディング処理にて実施する考えで施設設定が可能。 

リサイクル実効率向上には、車体樹脂カバー類のリサイクル等が必要となるので、再資源化技術、

ルートを継続して研究。 

 

 

既販車を対象とした本格実証実験システム構想（例） 
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（社）日本自動車工業会． 2002. 11.22 

  10/10 

 

（添付資料） 二輪車リサイクルシステム図 
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